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税務職員の募集について
受験資格　高卒見込みの者及び高卒後３年を経過していない者
受付期間　インターネット　６月17日㈪〜26日㈬
　　　　　　申込専用アドレス　http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
　　　　　インターネット申込み以外　第１次試験地を管轄する人事院地方事務局へ問い合わせ
　　　　　　人事院北海道事務局　〒060-0042　札幌市中央区大通西12丁目　☎ 011‒241-1248
第１次試験　９月１日㈰　基礎能力試験、適正試験、作文試験
問合せ　札幌国税局人事第２課採用担当　☎ 011‒231‒5011（内線 2315）
　　　　苫小牧税務署　☎ 0144 ㉙３１６５

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、

75
歳
以
上
の
方
（
65
歳
以
上
で
一

定
の
し
ょ
う
が
い
の
あ
る
方
を
含

む
）
が
加
入
者
と
な
っ
て
納
め
て

い
た
だ
く
も
の
で
す
。

　
保
険
料
率
等
に
つ
い
て
は
、
２

年
に
一
度
見
直
さ
れ
本
年
度
が
見

直
し
の
年
と
な
り
ま
す
。　

　
減
免
と
は
、
納
付
す
べ
き
額
の

一
部
ま
た
は
全
部
を
免
除
す
る
も

の
で
す
。

　
次
の
事
項
に
該
当
す
る
と
思
わ

れ
る
方
は
、
納
税
通
知
書
が
届
い

て
か
ら
納
期
限
の
７
日
前
ま
で
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
解
雇
・
病
気
・
災
害
な
ど
で
以

前
よ
り
著
し
く
所
得
が
減
少
し
た

な
ど
の
場
合
に
、
減
免
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
生
計
を
一
に
す
る
方

の
資
力
の
状
況
な
ど
に
よ
り
生
活

に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と

き
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

※
減
免
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る

方
、
何
ら
か
の
理
由
で
納
付
が
困

難
な
方
は
、
お
早
め
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

問
合
せ

　
税
務
住
民
課
税
務
グ
ル
ー
プ

☎
㉒
２
５
１
３

▼ 

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

▼ 

減
免
に
つ
い
て

納
税
通
知
書　
５
月
10
日
に
送
付

し
て
お
り
ま
す
。

納
税
通
知
書　
普
通
徴
収
の
方
の

納
入
通
知
書
は
、
６
月
上
旬
に
送

付
し
ま
す
。

　
年
金
か
ら
特
別
徴
収
と
な
る
方

は
、
７
月
中
旬
に
決
定
通
知
書
を

送
付
し
ま
す
。

　
な
お
、
申
し
出
に
よ
り
口
座
振

替
に
切
り
替
え
る
こ
と
が
で
き
ま

す
の
で
、
ご
希
望
の
方
は
、
事
前

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
国
民
健
康
保
険
税
を
口

座
振
替
で
納
め
て
い
た
方
も
振
替

は
自
動
継
続
さ
れ
な
い
た
め
、
改

め
て
手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

令和元年度　町税等納期限一覧表
納期限 期別 税目等 期別 税目等
5月31日 － 軽自動車税

7月1日※ １ 町・道民税 １ 国民健康保険税
後期高齢者医療保険料

7月31日 １ 固定資産税 ２ 国民健康保険税
後期高齢者医療保険料

9月2日※ ２ 町・道民税 ３ 国民健康保険税
後期高齢者医療保険料

9月30日 ２ 固定資産税 ４ 国民健康保険税
後期高齢者医療保険料

10月31日 ３ 町・道民税 ５ 国民健康保険税
後期高齢者医療保険料

12月2日※ ３ 固定資産税 ６ 国民健康保険税
後期高齢者医療保険料

1月6日※ ４ 町・道民税 ７ 国民健康保険税
後期高齢者医療保険料

※月末が土日のため、翌平日となっています。
問合せ　税務住民課税務グループ　☎㉒2513（直通）

住
所
変
更
の
手
続
き
を
お
願
い
し

ま
す
。


